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福
岡
県
訓
令
第
九
号

環　

境　

部　
　

農
林
事
務
所　
　

　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程

　

（
設
置
）

第
一
条　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十

八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
の
鳥
獣
保
護
管
理
事

業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
鳥
獣
保
護
管
理
員
（
以
下
「
保
護
管
理
員
」
と
い
う

。
）
を
置
く
。

　

（
任
命
）

第
二
条　

保
護
管
理
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

一　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
又
は
狩
猟
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
鳥
獣
保
護
区
又
は
休

猟
の
地
区
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
も
の

二　

福
岡
県
猟
友
会
各
支
部
会
長
又
は
日
本
野
鳥
の
会
福
岡
県
内
各
支
部
長
が
推
薦
し
た
者

三　

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

２　

保
護
管
理
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

３　

保
護
管
理
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
す
る
こ
と
が
あ
る
。

４　

知
事
は
、
保
護
管
理
員
の
う
ち
不
適
格
と
認
め
た
者
が
あ
る
と
き
は
解
任
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

（
身
分
証
明
書
）

第
三
条　

知
事
は
、
保
護
管
理
員
に
対
し
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
を
交

付
す
る
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
と
き
は
、
前
項
の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
職
務
）

第
四
条　

保
護
管
理
員
は
、
環
境
部
自
然
環
境
課
長
（
以
下
「
自
然
環
境
課
長
」
と
い
う
。
）
の
指
揮

　
　
　
　

訓
　
　
　
令
（
第
八
号

－

第
九
号
）

○
知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全

　

対
策
会
議
の
委
員
及
び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

　

令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…
…
…
…
…

一

○
福
岡
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
訓
令
第
八
号

本　
　

庁　
　

　

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
及

び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会

議
の
委
員
及
び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
及

び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
福
岡
県
訓
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
表
保
健
医
療
介
護
部
の
項
中
「
医
療
指
導
課
長
」
の
下
に
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進

課
長
」
を
加
え
、
同
表
福
祉
労
働
部
の
項
中
「
福
祉
総
務
課
長
、
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
）

第
七
条　

保
護
管
理
員
は
、
そ
の
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、
又
は
保
護
管
理
員
の
職
全
体
の
不
名
誉
と
な

る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
秘
密
を
守
る
義
務
）

第
八
条　

保
護
管
理
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後

も
同
様
と
す
る
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
法
令
に
よ
る
証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
発

表
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

２　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
四
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
七
号
）
は
廃

止
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関

す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
保
護
員
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
鳥
獣
保
護
管
理
員
と
み
な
す
。

監
督
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一　

鳥
獣
保
護
区
、
休
猟
区
等
の
区
域
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

鳥
獣
の
保
護
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

四　

鳥
獣
の
保
護
に
関
す
る
諸
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

そ
の
他
自
然
環
境
課
長
が
特
に
指
示
し
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
所
轄
農
林
事
務
所
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一　

狩
猟
の
取
締
り
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二　

鳥
獣
の
管
理
（
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
を
除
く
。
）
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
三　

そ
の
他
所
轄
農
林
事
務
所
長
が
特
に
指
示
し
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
通
報
）

第
五
条　

保
護
管
理
員
は
、
職
務
執
行
中
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
警
察
官
及
び
法
第
七
十
六
条
の
司
法
警
察
員
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一　

違
反
者
の
本
籍
、
現
住
所
、
職
業
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
免
状
番
号
及
び
猟
具

二　

違
反
の
日
時
及
び
場
所

三　

違
反
事
実
の
内
容

　

（
巡
視
等
）

第
六
条　

保
護
管
理
員
は
、
狩
猟
期
間
中
は
週
二
回
、
そ
の
他
の
期
間
中
は
月
二
回
、
管
轄
区
域
内
を

巡
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
然
環
境
課
長
が
、
所
轄
農
林
事
務
所
長
と
協
議
し
必
要

と
認
め
た
場
合
は
、
別
途
知
事
の
指
示
す
る
年
間
巡
視
回
数
の
範
囲
内
で
一
箇
月
の
巡
視
回
数
を
増

減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
職
務
執
行
中
は
、
職
務
に
専
念
す
る
も
の
と
し
、
保
護
管
理
員
が
狩
猟
免
許
を

受
け
た
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
狩
猟
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３　

保
護
管
理
員
は
、
当
月
分
の
巡
視
報
告
書
（
別
記
様
式
）
を
、
翌
月
の
五
日
ま
で
に
、
自
然
環
境

課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

自
然
環
境
課
長
は
、
提
出
さ
れ
た
巡
視
報
告
書
を
、
遅
滞
な
く
所
轄
農
林
事
務
所
長
に
回
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
　
　
　
次

訓
　
　
　
令
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福
岡
県
訓
令
第
九
号

環　

境　

部　
　

農
林
事
務
所　
　

　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程

　

（
設
置
）

第
一
条　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十

八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
の
鳥
獣
保
護
管
理
事

業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
鳥
獣
保
護
管
理
員
（
以
下
「
保
護
管
理
員
」
と
い
う

。
）
を
置
く
。

　

（
任
命
）

第
二
条　

保
護
管
理
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

一　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
又
は
狩
猟
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
鳥
獣
保
護
区
又
は
休

猟
の
地
区
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
も
の

二　

福
岡
県
猟
友
会
各
支
部
会
長
又
は
日
本
野
鳥
の
会
福
岡
県
内
各
支
部
長
が
推
薦
し
た
者

三　

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

２　

保
護
管
理
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

３　

保
護
管
理
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
す
る
こ
と
が
あ
る
。

４　

知
事
は
、
保
護
管
理
員
の
う
ち
不
適
格
と
認
め
た
者
が
あ
る
と
き
は
解
任
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

（
身
分
証
明
書
）

第
三
条　

知
事
は
、
保
護
管
理
員
に
対
し
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
を
交

付
す
る
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
と
き
は
、
前
項
の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
職
務
）

第
四
条　

保
護
管
理
員
は
、
環
境
部
自
然
環
境
課
長
（
以
下
「
自
然
環
境
課
長
」
と
い
う
。
）
の
指
揮

　
　
　
　

訓
　
　
　
令
（
第
八
号

－

第
九
号
）

○
知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全

　

対
策
会
議
の
委
員
及
び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

　

令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
訓
令
第
八
号

本　
　

庁　
　

　

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
及

び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会

議
の
委
員
及
び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
任
命
す
る
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
及

び
幹
事
の
指
名
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
福
岡
県
訓
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
表
保
健
医
療
介
護
部
の
項
中
「
医
療
指
導
課
長
」
の
下
に
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進

課
長
」
を
加
え
、
同
表
福
祉
労
働
部
の
項
中
「
福
祉
総
務
課
長
、
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
）

第
七
条　

保
護
管
理
員
は
、
そ
の
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、
又
は
保
護
管
理
員
の
職
全
体
の
不
名
誉
と
な

る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
秘
密
を
守
る
義
務
）

第
八
条　

保
護
管
理
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後

も
同
様
と
す
る
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
法
令
に
よ
る
証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
発

表
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

２　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
四
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
七
号
）
は
廃

止
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関

す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
保
護
員
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
鳥
獣
保
護
管
理
員
と
み
な
す
。

監
督
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一　

鳥
獣
保
護
区
、
休
猟
区
等
の
区
域
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

鳥
獣
の
保
護
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

四　

鳥
獣
の
保
護
に
関
す
る
諸
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

そ
の
他
自
然
環
境
課
長
が
特
に
指
示
し
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
所
轄
農
林
事
務
所
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一　

狩
猟
の
取
締
り
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二　

鳥
獣
の
管
理
（
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
を
除
く
。
）
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
三　

そ
の
他
所
轄
農
林
事
務
所
長
が
特
に
指
示
し
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
通
報
）

第
五
条　

保
護
管
理
員
は
、
職
務
執
行
中
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
警
察
官
及
び
法
第
七
十
六
条
の
司
法
警
察
員
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一　

違
反
者
の
本
籍
、
現
住
所
、
職
業
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
免
状
番
号
及
び
猟
具

二　

違
反
の
日
時
及
び
場
所

三　

違
反
事
実
の
内
容

　

（
巡
視
等
）

第
六
条　

保
護
管
理
員
は
、
狩
猟
期
間
中
は
週
二
回
、
そ
の
他
の
期
間
中
は
月
二
回
、
管
轄
区
域
内
を

巡
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
然
環
境
課
長
が
、
所
轄
農
林
事
務
所
長
と
協
議
し
必
要

と
認
め
た
場
合
は
、
別
途
知
事
の
指
示
す
る
年
間
巡
視
回
数
の
範
囲
内
で
一
箇
月
の
巡
視
回
数
を
増

減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

保
護
管
理
員
は
、
職
務
執
行
中
は
、
職
務
に
専
念
す
る
も
の
と
し
、
保
護
管
理
員
が
狩
猟
免
許
を

受
け
た
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
狩
猟
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３　

保
護
管
理
員
は
、
当
月
分
の
巡
視
報
告
書
（
別
記
様
式
）
を
、
翌
月
の
五
日
ま
で
に
、
自
然
環
境

課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

自
然
環
境
課
長
は
、
提
出
さ
れ
た
巡
視
報
告
書
を
、
遅
滞
な
く
所
轄
農
林
事
務
所
長
に
回
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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